
 
 

個人情報保護法の改正及び地域団体への周知について 

 
１ 趣旨 

平成 27 年に、個人情報の保護に関する法律（以下、「保護法」という。）が改正され、平成 29 年５

月 30 日に施行される予定となっています。これまでは、5,000 件以下の個人情報しか扱わない団体で

あれば、法の規制は課せられていませんでしたが、施行日以降は、名簿等の個人情報データベース（紙・

データを問わない）を事業に使用していれば、自治会町内会等を含む小規模団体に対しても、保護法

の義務が課せられるようになります。このため、この内容を御報告し、合わせて、今後自治会町内会

に周知を行います。 

 
２ 改正個人情報保護法の周知内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 周知スケジュール 

平成 29年３月 10日  横浜市町内会連合会定例会で説明 

３月中旬   各区連合町内会定例会で説明 

３月～５月 災害時要援護者名簿提供団体に説明 

市民・文化観光・消防委員会 

平 成 2 9 年 ２ 月 1 7 日 

市 民 局 

・小規模団体でも名簿を取り扱っていれば個人情報保護法が適用されます。 

・営利・非営利を問わないので、ＮＰＯ・自治会も法の対象になります。 

・法の対象となる団体が守る７つのチェックポイント 

１ 個人情報を取得するときは、何に使うか目的を決めて、本人に伝えること。 

２ 個人情報は、決めた目的以外のことには使わないこと。 

３ 個人情報を第三者に渡す際は、本人の同意を得ること。 

４ 個人情報のうち、要配慮個人情報※については、特別なルールを守ること。 

５ 本人からの個人情報の開示や訂正等の請求には応じること。 

６ 取得した個人情報は安全に管理すること。 

  （具体例：パソコン上の名簿はパスワードを設定することなど） 

７ 苦情の申出に対応すること。 

 

 

 

 

・個人情報は人と人とのつながりを支えているものです。ルールを守って上手に利用しましょう。 

（詳細は別添ちらし参照） 

※ 要配慮個人情報とは、人種、信条、病歴、障害等、その取扱いに特に配慮を要する情報。 
一般の個人情報では利用目的を公表したり、本人に通知したりすれば本人の同意がなくても取得で

きますが、この情報を取得するときは、あらかじめ本人の同意が必要になります。 
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